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東北運輸局プレスリリース

平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ５ 日
東北運輸局災害対策本部

東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再伸長について

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による影響で、東北６県に
使用の本拠の位置を有する自動車及び救助、災害復旧、物資輸送等に使用
されている自動車（以下「災害復旧等車両」という。）については、当面、
自動車検査証の有効期間を最長で１か月間伸長しているところですが、広範
囲で甚大な被害が確認されており、また、強い余震が続いていること等から
災害復旧作業等が長期化しています。
このことから、下記の自動車については、未だ継続検査を受けることが

困難な状況であると認められるので、自動車検査証の有効期間の満了日が
平成２３年３月１１日から平成２３年５月１０日までのものは、その有効期
間の満了日を平成２３年５月１１日まで再伸長するものとし、各運輸支局に
おいて４月１０日に公示することとしましたのでお知らせいたします。
なお、有効期間を伸長した自動車の使用にあたっては、安全上支障が生じ

る恐れがあることから、日常点検整備を確実に実施するとともに、整備工場
等に相談するなど、適切に保守管理を行っていただく必要があります。
また、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠

償責任保険（共済）の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を
申請する時までに契約すれば良いこととなります。

記

《再伸長の対象自動車》
○次の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車
・青森県八戸市及び上北郡おいらせ町
・岩手県全域
・宮城県全域
・福島県全域

○災害復旧等車両
東日本大震災の被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県)に

おいて救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行うものであって、災害救助
法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、
災害復旧、物資輸送等に使用されていることを証する書面を有する自動車
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